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2022年度営利事業所得税確定申告期限

財政部のプレスリリースによると、COVID-19の影響

が緩和したことから、2022年度の営利事業所得税

確定申告及び納税期間は5月1日から5月31日まで

（3月決算の場合は8/1～ 8/31) の法定申告期間に

従います。よって納税義務者は、自身の権益を損な

わないよう5月31日までに確定申告及び納税を完了

する必要があることにご留意ください。納税が難しい

場合(厳重特殊伝染性肺炎予防治療及び救済振興

特別条例の施行期間は2020/1/19～2023/6/30ま

で)、営利事業所得税額の確定後、納税期間にイン

ターネット(税務ポータルサイト)、郵送及び窓口等の

3種類の方法により、税務当局へ納税の延期又は

分割納税を申請することができます。この申請は納

税額の多寡にかかわらず、延期期間は最長1年、分

割期間は最長3年(36期)で、利息は加算されません。

租税優遇の申請の法定期限

租税優遇を申請する予定がある場合、法定期限ま

でに中央目的事業主務機関に申請する必要があり

ます。

2022年度営利事業所得税確定申告関連スケジュール

作業期間 事 項 説 明

2023/5/1
|

2023/5/31

納税の延期又は

分割納税の申請

税収徴収法第26条及び厳重特殊伝染性肺炎予防治療及び救済振興特別条例第9条第

3項の規定により、営利事業者はCOVID-19の影響により営業収益が急減した場合、規

定の納税期間(延長期間を含む)に、インターネット(税務ポータルサイト)、郵送及び窓口

等の3種類の方法により、税務当局へ納税の延期又は分割納税を申請することができ

る。

2023/2/1

|

2023/5/31

産業革新条例第

10条

研究開発支出

細則第14条に基づき、中央目的主務機関へ申請する。(例えば、製造業は工業局、卸販

売・小売販売業、飲食業、物流業は商業司等)。

関連規定に基づき会社の当年度の研究開発支出及び研究開発活動の認定を申請する。

12月決算の企業は2月1日～5月末までに申請する。



2Document Classification: 
KPMG Public

© 2023 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All 
rights reserved.

小標題

文本

May 2023 | No. 4

作業期間 事 項 説 明

2023/2/1

|

2023/5/31

中小企業発展条例

第35条 研究開発支出

細則第12条に基づき、中央目的主務機関へ申請する。(例えば、製造業は工業局、

卸販売・小売販売業、飲食業、物流業は商業司等)。前提として、中小企業認定基

準第2条 (資本額1億以下又は経常的雇用従業員数200人未満)の規定を満たす必

要がある。

関連規定に基づき会社の当年度の研究開発支出及び研究開発活動の認定を申請

する。12月決算の企業は2月1日～5月末までに申請する。

2023/1/1

|

2023/5/31

産業革新条例第10-1

条 スマート機械、5G及

び情報通信セキュリ

ティ

細則第12条に基づき、経済部が提供するシステムにてオンライン申請を行う。但し、

1回に限定する。

2022年度のスマート機械、５Gシステム及び情報通信セキュリティ製品又はサービ

スへの投資について、前項の納品年度又は技術サービス提供完了年度が2022年

度の場合は申請を提出するようにご留意ください。また、移行期間において支払年

度を当年度とする場合も申請を提出するようご留意ください。

経済部オンライン申請ウェブサイト

2023/2/1

|

2023/5/31

バイオ医薬産業発展

条例第5条

研究開発及び人材育

成に係る投資控除

細則第3条及び細則第5条に基づき経済部へ申請する。前提として、バイオ医薬会

社は経済部(工業局)に許可申請(審査認定細則第2条)を行い、許可書を取得する。

12月決算の企業は当該期間において研究開発の審査意見及びプロジェクト認定の

申請を行うと同時に、経済部(工業局)へ申請する。

2023/1/1

|

2023/5/31

バイオ医薬産業発展

条例第5条

機械設備又はシステム

バイオ医薬産業審査認定書申請(会社は事前に申請をし、許可を取得する必要が

ある)。

機器設備又はシステムの投資控除(工業局システムによる申請)について、前提とし

て、投資計画はプロジェクト許可を取得する必要がある。また当該ウェブサイトにて

許可申請をすることも可能。

工業局ウェブサイトによる申請

2023/2/1

|

2023/5/31

産業革新条例第12-1

条第1項

知的財産権の譲渡又

は授権による収益の控

除

細則第5条第2項及び「会社の研究開発支出の投資控除適用細則」の関連規定に

基づき、当年度の研究開発支出及び研究開発活動の認定を申請する。12月決算

の企業は2月1日～5月末までに申請する。

https://www.idbtax.org.tw/
https://www.idbtax.org.tw/
https://www.bioidb.org.tw/index.aspx
https://www.bioidb.org.tw/index.aspx
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